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【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 媒 体 の 貯 留 数 を 記 憶 す る 貯 留 数 記 憶 手 段 と 、
　 遊 技 者 が 遊 技 を 止 め た か 否 か を 判 定 す る 遊 技 中 止 判 定 手 段 と 、
　 前 記 貯 留 数 記 憶 手 段 が 記 憶 す る 前 記 貯 留 数 の 残 存 が あ る か 否 か を 判 定 す る 残 存 数 判 定 手
段 と 、
　 遊 技 者 が 遊 技 を 止 め た と 前 記 遊 技 中 止 判 定 手 段 が 判 定 し 、 且 つ 、 前 記 貯 留 数 の 残 存 が あ
る と 前 記 残 存 数 判 定 手 段 が 判 定 し た と き 、 前 記 貯 留 数 の 残 存 を 遊 技 者 に 報 知 す る 残 存 報 知
手 段 と
　 を 備 え る 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】
　

【 請 求 項 ３ 】
　

【 請 求 項 ４ 】
　

【 請 求 項 ５ 】
　

【 請 求 項 ６ 】
　

前 記 遊 技 中 止 判 定 手 段 は 、 遊 技 機 が 操 作 さ れ な い 状 態 が 所 定 時 間 継 続 し た か 否 か に よ っ
て 遊 技 者 が 遊 技 を 止 め た か 否 か を 判 定 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 遊 技 中 止 判 定 手 段 は 、 遊 技 者 が 席 を 離 れ た か 否 か に よ っ て 遊 技 者 が 遊 技 を 止 め た か
否 か を 判 定 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 残 存 報 知 手 段 は 、 有 効 無 効 の 切 り 替 え が 可 能 で あ る 、 請 求 項 １ ～ ３ の い ず れ か に 記
載 の 遊 技 機 。

前 記 残 存 報 知 手 段 が 無 効 の ま ま 、 遊 技 機 が 操 作 さ れ な い 状 態 が 所 定 時 間 継 続 し た と き に
は 、 前 記 残 存 報 知 手 段 が 有 効 と な る 、 請 求 項 ４ に 記 載 の 遊 技 機 。

前 記 残 存 報 知 手 段 は 、 前 記 貯 留 数 の 残 存 を 遊 技 者 に 報 知 す る 際 、 前 記 貯 留 数 の 残 存 に 応
じ た 遊 技 媒 体 を 払 い 出 す こ と に よ り 前 記 貯 留 数 が 残 存 し て い た こ と を 遊 技 者 に 報 知 す る 、
請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。
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